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新信託法・筆界特定制度対応

○不動産登記法

○不動産登記法の施行期日を定める政令

○不動産登記令

○不動産登記規則

○不動産登記事務取扱手続準則

○不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて

○不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定

手続に関する事務の取扱いについて

○筆界特定がされた場合における登記事務の取扱いについて

○筆界特定の手続に関する保管金の取扱いに関する規程

○筆界特定の手続に関する保管金の取扱いについて

○筆界特定の申請における対象土地の価額の算定事務の取扱い

について

○会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

○信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

○登記手数料令

○筆界特定申請手数料規則

◎収民事法情報センター
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